
伊 丹 市 公 衆 浴 場 設 備 改 善 資 金 利 子 補 給 金 交 付 要 綱  

 

（ 目   的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 公 衆 浴 場 営 業 者 （ 以 下 「 営 業 者 」 と い う ｡ )が

衛 生 措 置 基 準 を 遵 守 し ， 設 備 の 近 代 化 を 促 進 す る た め に 株 式 会

社 日 本 政 策 金 融 公 庫 （ 以 下 「 公 庫 」 と い う 。 ） か ら 必 要 な 公 衆

浴 場 設 備 改 善 資 金 （ 以 下 「 設 備 改 善 資 金 」 と い う 。 ） を 借 り 入

れ た 場 合 ， 支 払 っ た 利 子 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り 経 営 の 安

定 及 び 公 衆 衛 生 の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 補 助 対 象 ）  

第 ２ 条  市 は 営 業 者 が 公 庫 か ら 設 備 改 善 資 金 を 借 り 入 れ た 場 合 に お

い て 支 払 っ た 公 庫 貸 付 の 特 別 利 率 を 適 用 す る 貸 付 並 び に 災 害 貸

付 及 び 小 企 業 等 設 備 改 善 資 金 特 別 貸 付 に 係 る 利 子 （ 延 滞 利 息 を

除 く 。 「 以 下 同 じ 。 」 ） に 対 し て 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 す る も の

と す る 。  

（ 利 子 補 給 金 の 額 ）  

第 ３ 条  利 子 補 給 の 額 は ， 毎 年 １ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 日 ま で に 営

業 者 が 公 庫 に 支 払 っ た 利 子 に 対 し ， 当 該 年 度 に お い て 兵 庫 県 が

公 衆 浴 場 施 設 整 備 資 金 補 給 補 助 事 業 に つ い て 定 め る 基 準 額 の 算

定 方 法 の 例 に よ り 計 算 し た 額 と す る 。  

（ 利 子 補 給 金 交 付 対 象 期 間 ）  

第 ４ 条  利 子 補 給 金 の 交 付 対 象 と な る 期 間 は ， 公 庫 か ら 貸 付 け を 受

け た 日 の 属 す る 月 か ら 起 算 し て ７ 年 以 内 と す る 。  

（ 利 子 補 給 金 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  利 子 補 給 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 営 業 者 は ， 公 衆 浴 場

設 備 改 善 資 金 利 子 補 給 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 公 衆 浴 場

設 備 改 善 資 金 支 払 証 明 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 添 付 し て 毎 年 １ 月 １

５ 日 ま で に 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 利 子 補 給 金 交 付 決 定 お よ び 通 知 ）  

第 ６ 条  市 長 は 前 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 書 を 受 理 し た 時 は ， そ の



内 容 を 審 査 し ， 適 正 と 認 め た と き は 利 子 補 給 金 の 交 付 決 定 を 行

な い 公 衆 浴 場 設 備 改 善 資 金 利 子 補 給 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第

３ 号 ） に よ り そ の 旨 を 申 請 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２ ． 市 長 は ， 前 項 の 交 付 決 定 に 当 た り 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が で き

る 。  

（ 利 子 補 給 金 の 請 求 お よ び 交 付 ）  

第 ７ 条  利 子 補 給 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 営 業 者 は ， 公 衆 浴 場 設 備 改

善 資 金 利 子 補 給 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 請 求 書 を 受 理 し た 時 は ， そ の 内 容 を 審 査 し ， 適

正 と 認 め た と き は ， 速 や か に 利 子 補 給 金 を 営 業 者 が 指 定 す る 預

金 口 座 に 振 り 込 む も の と す る 。  

（ 書 類 の 提 出 等 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 利 子 補 給 金 交 付 事 業 の 適 正 な 執 行 を 図 る た め ， 必

要 と 認 め る と き は ， 営 業 者 に 対 し て 報 告 ま た は 関 係 書 類 の 提 出

を 求 め ， あ る い は 帳 簿 等 を 検 査 す る こ と が で き る 。  

（ 利 子 補 給 金 の 交 付 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 ９ 条  市 長 は 営 業 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た 場 合 は ，  

利 子 補 給 金 の 交 付 決 定 の 全 部 も し く は 一 部 を 取 り 消 し ， ま た は

す で に 交 付 し た 利 子 補 給 金 の 全 部 も し く は 一 部 を 返 還 さ せ る こ

と が で き る 。  

（ １ ） こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 。  

（ ２ ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 条 件 に 違 反 し た と き 。  

（ ３ ） 補 助 金 を 当 該 目 的 以 外 に 使 用 し た と き 。  

（ 遅 延 利 息 の 納 付 ）  

第 １ ０ 条  営 業 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 補 給 金 の 返 還 を 命 ぜ ら れ た

場 合 に お い て 当 該 補 給 金 を 納 期 ま で に 納 付 し な か っ た と き は ，

納 期 の 翌 日 か ら 納 付 の 日 ま で の 日 数 に 応 じ て ， そ の 未 納 額 に つ

き 年 １ ０ ． ９ ５ ％ の 割 合 で 計 算 し た 額 を 遅 延 利 息 と し て 納 付 し

な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， や む を 得 な い 事 情 が あ る と 認 め る



と き は こ の 限 り で な い 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ ． こ の 要 綱 は ， 昭 和 ５ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ ． こ の 要 綱 は ， 昭 和 ５ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ ． こ の 要 綱 は ， 昭 和 ５ ９ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 し ， 改 正 後 の 伊

丹 市 公 衆 浴 場 設 備 改 善 資 金 利 子 補 給 金 交 付 要 綱 の 規 定 は ， 昭 和

５ ９ 年 １ 月 １ 日 以 後 に 支 払 わ れ た 利 子 に 係 る 利 子 補 給 金 か ら 適

用 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ ． こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ５ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ ． こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



様式第１号 
 

                           年  月  日 
 
 
  伊丹市長       様 
 
 

    住   所                            
 

               氏      名                
 
 
 

公衆浴場設備改善資金利子補給金交付申請書 
 
 
     年度公衆浴場設備改善資金利子補給金を下記のとおり交付くださるよう

関係書類を添付して申請します。 
 
 

記 
 

 
申請金額           円 

 
 
 



様式第２号 
公衆浴場設備改善資金支払証明書 

 
年  月  日 

 
※住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 
                        
※氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 
                        
※屋号 
                        
 
 

株式会社日本政策金融公庫代理店    

 

                                         
 
 
次のとおり相違ないことを証明します。 
 
融資日（借入年月日） 
 

        年   月   日 

融資金額（借入額） 
 

円 
    年末融資残高 
（未償還元金総額） 

 
円 

    年償還状況（    年１月１日から同年１２月３１日まで） 
償還元金総額  

円 
支払利息（延滞利息を除く）  

利率（年利）   ％             円 
備考 
 
 
※欄は証明を必要とする申請者において記入すること。 



様式第３号 
第   号  

                            平成  年  月  日 
 
 
 

  年度公衆浴場設備改善利子補給金交付決定通知書 
 
 
 

 様 
 
 
                          伊丹市長   
 
 
 
    年  月  日付で交付申請のあった公衆浴場設備改善利子補給金を、下記 
 
のとおり決定しましたので通知します。 
 
 
 

記 
 
 
 

交付決定額           円 



様式第４号 
 

                           年  月  日 
 
 
  伊丹市長       様 
 
 

    住   所                            
 

               氏      名                
 
 
 

公衆浴場設備改善資金利子補給金交付請求書 
 
 

記 
 
 

請求金額          円 
 
 
      （振込指定口座） 

 
銀 行 名 

 

 

 
支 店 名 

 

 

 
口 座 番 号 

 

 

 
口座名義人 

 

 
 

 


